
令和３年度財政援助団体等に対する監査結果報告

第１ 監査の種類

地方自治法第１９９条第７項の規定による財政援助団体等に対する監査

第２ 監査の対象

第３ 除斥

議会より選出された監査委員について、この監査においては直接の利害関係は認められ

ないため、地方自治法第１９９条の２の規定は適用しない。

第４ 監査の着眼点

財政的援助等に係る出納その他の事務が当該財政的援助等の目的に沿って行われてい

るか。

第５ 監査の主な実施内容

この監査は、大村市監査基準に準拠し、監査の対象に係る関係書類の提出を求め、書類

審査及び現地確認を行い、必要に応じて関係職員からの説明聴取を実施した。

第６ 監査の実施場所及び日程

（１）実施場所 大村商工会議所、監査委員事務局、議会第２委員会室、第８会議室及び中

心市街地複合ビル５階会議室

（２）日程

ア 概要聴取 令和３年１０月１３日

イ 期間 令和３年１０月１８日から同月２０日まで

ウ 講評 令和３年１１月２６日

第７ 監査の結果

上記第１から第６までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、監査の対象における

財政的援助等に係る出納その他の事務は、商工会議所の定款、規程等に基づき当該財政的

援助等の目的に沿って行われているとおおむね認められる。

区分 団体 補助金 所管課

財政援助団体

大村商工会議所

（以下「商工会議所」

という。）

① 商工業振興事業費補助金

・中小企業相談所事業

・商店街設備近代化振興事業

・じげたまグランプリ開催事業

② 大村市中心商店街テナントミ

ックス事業費補助金

産業振興部

商工振興課



なお、補助金の交付額には影響しなかったものの、令和２年度大村市商工観光振興事業

費補助金（商工業振興事業費補助金）において、補助事業費への振替処理の金額を誤り、

実績報告書に誤った決算額を記載しているものなど、監査の際に見られた事務処理上留意

すべき軽微な事項については、口頭で指導を行った。

第８ 意見

商工会議所におかれては、コロナ禍の中、飲食店や観光業等への支援に尽力されている

ところであり、今後も地元企業の経済活動に対する様々な支援と地域経済の振興及び発展

のため一層の事業推進に努められたい。

所管課におかれては、商工会議所と今後より一層の連携を図り、商工会議所の円滑な事

業運営を支援するため、適宜必要な報告を求め、適切な指導監督に努められたい。

第９ 監査の対象及び補助金の概要

監
査
の
対
象
の
概
要

名称 大村商工会議所

事務局の所在地 大村市本町４５８番地２ プラットおおむら４階

設立年月 昭和２１年１１月

設立の目的

大村市における商工業者の共同社会を基盤とし、商工業の総合

的な改善発展を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資し、もっ

てわが国商工業の発展に寄与する。

事業の内容

① 商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等

に具申し、又は建議すること。

② 行政庁等の諮問に応じて答申すること。

③ 商工業に関する調査研究を行うこと。

④ 商工業に関する情報及び資料の収集又は発刊を行うこと。

⑤ 商品の品質又は数量、商工業者の事業の内容その他商工業

に係る事項に関する証明、鑑定又は検査を行うこと。

⑥ 輸出品の原産地証明を行うこと。

⑦ 商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用するこ

と。

⑧ 商工業に関する講演会又は講習会を開催すること。

⑨ 商工業に関する技術及び技能の普及又は検定を行うこと。

⑩ 博覧会、見本市等を開催し、又はこれらの開催の斡旋を行

うこと。

⑪ 商事取引に関する仲介又は斡旋を行うこと。

⑫ 商事取引の紛争に関する斡旋、調定又は仲裁を行うこと。

⑬ 商工業に関して、相談に応じ、又は指導を行うこと。

⑭ 商工業に関して、商工業者の信用調査を行うこと。

⑮ 商工業に関して、観光事業の改善発達を図ること。

⑯ 交通、運輸及び港湾の改善発達を図ること。

⑰ 社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。

⑱ 行政庁から委託を受けた事務を行うこと。

⑲ 前各号に掲げるもののほか、商工会議所の目的を達成する

ために必要な事業を行う。



組織

【役員】会頭１人、副会頭３人、専務理事１人、常議員２０人、

監事３人 合計２８人

【職員】１５人

会 計 一般会計 ※

年 度 令和２年度決算 令和３年度予算

収 入 60,732,437 円 49,607,000 円

支 出 54,572,654 円 49,607,000 円

収支差引額 6,159,783 円 0円

※ 中小企業相談所事業、じげたまグランプリ開催事業を含む。

会 計 商店街設備近代化振興事業

年 度 令和２年度決算 令和３年度予算

収支の状況 収 入 3,225,255 円 1,260,000 円

支 出 3,225,255 円 3,225,255 円

収支差引額 0円 △1,965,255 円

会 計 大村市中心商店街テナントミックス事業

年 度 令和２年度決算 令和３年度予算

収 入 1,153,266 円 1,516,000 円

支 出 1,153,266 円 1,516,000 円

収支差引額 0円 0円

補
助
金
の
概
要

商
工
業
振
興
事
業
費
補
助
金

補助事業

の目的

商工業の振興を図るため、商工団体又はこれらの事業を行う

者に対する補助

補助金額

令和２年度決算 6,141,000 円

令和３年度予算 6,740,000 円

補助対象

経費

商工業に関する次に掲げる事業に要する経費

① 調査研究

② 情報又は資料の収集又は刊行

③ 講演会、講習会、見本市等の開催

④ 相談及び指導

⑤ その他商工業の振興事業



大
村
市
中
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市
街
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テ
ナ
ン
ト
ミ
ッ
ク
ス

事
業
費
補
助
金

補助事業

の目的

中心商店街にある空き店舗に出店を希望する者に対し、その

家賃を補助し、出店を支援する事業に対する補助

補助金額

令和２年度決算 1,153,266 円

令和３年度予算 1,516,000 円

補助対象

経費

① 出店者募集に係る経費

② 家賃（12か月間、2分の1以内で月額5万円を限度）


